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第 24 期第 15 回板橋区農業委員会定例総会 
 

開催日時     令和３年９月２８日（火）午後２時００分  

 

場   所     下赤塚地域センター第２、第３洋室  

（赤塚庁舎３階）  

 

出席委員     １１名  下記のとおり  

 

 

記  

 

議席  

番号  
氏    名  

議席  

番号  
氏    名  

議席  

番号  
氏    名  

1 福島  聡司  ５  本橋  政春  ９  木村  博之  

２  染宮  利章  ６  安井  一郎  10 田中  いさお  

３  山口  賢治  ７  春日  實  11  

４  會田  幸夫  ８  田中  はつ江  12 榎本  勇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議  事 

 

１  協議事項 

 (1) 板橋区都市型農業振興・農地保全推進事業費補助金交付申請について(資料１) 

３件                         

 (2) 引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行について ２件  （資料２） 

 (3) 農地利用状況調査の実施について                （資料３） 

 (4) 「令和３年度農業功労者」ならびに「第４８回農業委員会等功労者」（資料４） 

   表彰事業の実施に伴う推薦について 

 

２  報告事項        

(1) 農地転用届出の専決処分報告について                  (資料５) 

合計１０件 （内訳：４条関係８件、５条関係２件）    

(2) 国有農地見回り調査結果の東京都知事への報告について          (資料６) 

 

３ その他 

 (1) 第４４回板橋農業まつりの中止及び共進会等の実施概要について  （資料７） 

 

３  次回日程 

   日 時  令和３年１０月２８日（木） 午後１時３０分 開会 

   場 所  下赤塚地域センター第２、第３洋室（赤塚庁舎３階） 

 

 

 

議  長  山口 賢治  会長 

署名委員  田中 いさお 委員 

榎本 勇    委員 

出席係員  藤原 仙昌  事務局長 

岸  幸夫  農政担当係長 

古木 輝   書記 
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只今より、第２４期第１５回農業委員会定例総会を開会させていただ

きます。 

会長、進行をお願いいたします。 

 

皆さま、こんにちは。 

早速ではありますが、定例総会を始めさせていただきます。 

本日の署名委員は、田中いさお委員、榎本勇委員を指名させていただ

きます。 

 それでは、協議事項（１）板橋区都市型農業振興・農地保全推進事業

費補助金交付申請について、事務局、説明をお願いいたします。 

 

今回３件の申請が出ておりますので順にご説明させていただきます。 

１ページ、資料１をご覧ください。１件目です。申請者の氏名及び住

所は記載のとおりでございます。対象事業は「区民農園整備事業」で、

事業内容は「土留め・外柵設置・水道工事等」となっております。施行

場所は記載のとおりで、申請者の区内所有農地面積は、２３．３８アー

ルとなっております。事業の経費が３０８万１千８２６円、申請金額が

対象事業の補助上限額の１００万円です。３ページをご覧ください。事

業計画となっておりまして、本年１０月に整備する計画となっておりま

す。続いて５ページが外柵、６ページが土留め、７、８ページが水道工

事の経費の見積もりとなっております。続いて９ページの航空写真は今

回対象となる場所を表示しております。１０ページの下に交付対象事

業・交付対象者・補助率の表がございますが、条件に合致しているもの

と判断しています。問題がないようでしたら、１１ページにあります補

助金交付についての答申を、板橋区長宛に出したいと考えております。 

続いて１２ページをご覧ください。２件目です。申請者の氏名及び住

所は記載のとおり、対象事業はこちらも「区民農園整備事業」で、事業

内容は「外柵設置等」となっております。施行場所は記載のとおりで、

申請者の区内所有農地面積は２２．２３アールとなっております。事業

経費は６７万３千２００円、申請金額は２２万４千円です。１４ページ

をお開きいただくと事業計画となっておりまして、本年１１月に整備す

る計画となっております。１６ページが外柵整備の見積もり、１７ペー

ジは航空写真で今回対象となる場所を表示しております。本件について

も条件に合致しているものと判断しています。問題がないようでした

ら、１９ページにあります補助金交付についての答申を、板橋区長宛に

出したいと考えております。 

続いてに２０ページをご覧ください。３件目です。申請者の氏名及び

住所は記載のとおり、対象事業は「農業省力化事業」で、事業内容は「農

機具の購入」となっております。施行場所は記載のとおりで、申請者の

区内所有農地面積は１８．４７アールとなっております。事業経費は４
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書    記 

 

６万円、申請金額は１５万３千円です。２２ページをお開きいただくと、

事業計画となっておりまして、本年１０月に導入する計画となっており

ます。２４ページが見積り、２５ページから２８ページまでが製品のカ

タログです。本件についても条件に合致しているものと判断しておりま

して、問題がないようでしたら３０ページにあります補助金交付につい

ての答申を、板橋区長宛に出したいと考えております。 

 

今年度の補助金の残額を教えてください。 

 

予算額が１８９万円ありまして、５月の定例総会で農地整備事業とし

て５０万円を承認いただき、今回３件で１３７万７千円を承認いただけ

れば残額は１万３千円となります。 

補助金について補足説明をさせていただきます。区民農園整備事業の

２件、２か所につきましては、令和４年１月１日から区が貸借し、令和

４年度に新たに区民農園を開設する予定となっております。 

 

残額が１万３千円ということですが、他に希望者がいた場合に補正予

算を組んで補助金を交付することはできますか。 

 

技術的には可能ですが、補正予算の配当が３月上旬となります。交付

申請から事業の実施、実績報告までを年度内に完了する必要があるため

スケジュールはきつくなります。 

 

他にご質問等があればお願いいたします。 

特に無いようですので、板橋区長に対して補助金交付についての答申

をお願いいたします。 

続きまして、協議事項（２）引き続き農業経営を行っている旨の証明

書の発行について、事務局、説明をお願いいたします。 

 

３１ページ、資料２をご覧ください。今回は２件ございます。１件目

ですが、土地所有者の住所及び氏名は記載のとおり、対象の生産緑地番

号は６６番です。土地の所在は徳丸七丁目１８番１、１８番２の２筆で、

面積は合計で１２５９平方メートルです。９月７日に、會田幸夫会長職

務代理に現地をご確認いただいております。概ねの位置は、紅梅小学校

の東側、赤塚公園の南側になります。現地の状況をご覧いただき、問題

がなければ、３２ページの証明書の発行をしたいと思います。引き続き、

現地の詳細について、書記から画面でご説明いたします。  

 

生産緑地番号６６は、きれいに耕作されている様子を確認しておりま

す。レモン、すだち、キャベツ、ミョウガ、里芋、ネギなどが植えられ
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ておりました。証明書の発行にあたり、問題はないと考えております。 

 

続きまして２件目です。３３ページをご覧ください。土地所有者の住

所及び氏名は記載のとおり、対象の生産緑地番号は６番です。土地の所

在は成増四丁目８０７番、８０８番の２筆で、面積は合計で２０１９平

方メートルです。９月１０日に、染宮利章委員に現地をご確認いただい

ております。概ねの位置は、成増おとしより相談センターの北東側にな

ります。現地の状況をご覧いただき、問題がなければ、３４ページの証

明書の発行をしたいと思います。引き続き、現地の詳細について、書記

から画面でご説明いたします。 

 

柿と梅が植えられておりました。証明書の発行にあたり、問題はない

と考えております。 

 

１件目の現地確認を行った會田会長職務代理、何かご意見はありま 

すか。 

 

きれいに耕作されていました。 

 

２件目の現地確認を行った染宮委員、何かご意見はありますか。 

 

多少下草は生えていますが果樹なので問題はないと思います。 

 

この件につきまして、ご意見、ご質問等ございますか。 

特にないようですので、証明書の発行をお願いいたします。 

続きまして、協議事項（３）農地利用状況調査の実施について、事務

局、説明をお願いいたします。 

 

こちらは書記からご説明いたします。 

 

３５ページ、資料３をご覧ください。日時は１０月２８日（木）、午

前９時から行います。目的は板橋区内の農地を見回り、農家への指導や

助言などを行うことにより、農地の適正管理を図り、全体の農家の利益

向上を推進するものでございます。対象農地は、区内の生産緑地のうち、

行為制限が解除されている３か所を除いた６０か所になります。 

班分けでございますが、１班が成増・赤塚方面の１９か所、２班が四

葉・徳丸・大門方面の２５か所、３班が西台・蓮根・常盤台方面の１６

か所となります。 

班の構成は昨年と同じとなりますが、調査地区を入れ替えさせていた

だきました。調査報告は、当日の午後に行う定例総会にて、各班で報告
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を行います。報告につきましては、１班は山口会長、２班は染宮委員、

３班は會田会長職務代理にお願いしたいと考えております。 

続きまして、当日の行程ですが、９時に赤塚庁舎に集合をお願いいた

します。９時１５分頃に出発し、各班で調査を行います。 

調査終了後、昼食をはさみ、赤塚庁舎に戻り定例総会を行います。 

続いて、３６ページをご覧ください。各班の対象農地の一覧を載せて

おります。班ごとに件数のばらつきがございますが、回る順番と地域を

考慮して決めさせていただきました。 

続きまして、３７ページが調査票の案でございます。別で机上配布し

ています「農地管理基準」に基づいて調査を進めていきます。調査票の

項目等については、昨年と変更はございません。チェックシート形式に

なっております。上部に生産緑地の情報があり、その下にチェック項目

が載っております。指導対象に該当する項目があった場合、×を記入し

ていただき、その右側に理由を記入していただきます。また、チェック

項目以外の特記事項等がございましたら、一番下の欄に記入してくだ 

さい。 

 

この件につきまして、ご意見、ご質問等ございますか。 

特にないようですので、次に進めさせていただきます。 

続きまして、協議事項（３）「令和３年度農業功労者」ならびに「第４

８回農業委員会等功労者」表彰事業の実施に伴う推薦について、事務局、

説明をお願いいたします。 

 

こちらは書記からご説明いたします。 

 

３８ページ、資料４をご覧ください。東京都農業会議が主催する、表

彰事業の実施に伴う候補者の推薦でございます。まず、農業功労者でご

ざいますが、趣旨としては、地域農業の振興に尽力されてきた農業者に

感謝状を贈るものでございます。対象者の条件ですが、次の３点を満た

す方で、地域農業の振興に貢献されてきた方、農業者グループ活動や経

営者運動等の活動で功労のあった農業者の方、年齢が６０歳以上の方で

ございます。過去の受賞者は３８ページの下の表になっておりまして、

昨年度は、小原昭雄元農業委員が受賞しております。３９ページの一番

上に進んでいただきまして、今回の推薦者は、運営委員会で協議をし、

２期に渡り農業委員を担っていただきました田中清・元委員を推薦した

いと考えております。 

続いて、３９ページの上の方にございます、３番の第４８回農業委員

会等功労者についてですが、こちらは対象者の条件に当てはまる方を推

薦する形となります。対象者の要件は、農業委員会会長で１２年以上、

農業委員で１５年以上、事務局職員で勤続５年以上の方が対象となって
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おりまして、今回は、事務局職員で勤続５年となります佐藤英行副係長

を推薦したいと考えております。 

最後に、３９ページの一番下の５番、表彰についてでございますが、

今回推薦した方の表彰は、令和４年２月１７日（木）開催の「第６３回

東京都農業委員会・農業者大会記念行事として行われます。 

 

この件につきまして、ご意見、ご質問等ございますか。 

特にないようですので、候補者の推薦をお願いいたします。 

続きまして、報告事項（１）農地転用届出の専決処分報告について、

事務局、説明をお願いいたします。 

 

４０ページ、資料５をご覧ください。農地法第４条第１項第８号の規

定による届出で、令和３年８月１１日から令和３年９月１０日までに届

出があったもので、８件ございます。 

専決番号１、土地の所在が小茂根一丁目３０４６番１、登記簿上の地

目は畑 、現況は不耕作地です。面積は４４９平方メートルで、転用の

目的は学校用地でございます。届出人の住所、氏名、職業については記

載のとおりです。概ねの位置ですが４１ページの上の図、専決番号１と

記載しているところで、上板橋第二中学校の敷地内になります。現地の

詳細については、書記から画面でご説明いたします。 

  

現況は上板橋第二中学校の一部となっており、現況に対する届出でご

ざいます。 

 

続きまして専決番号２、土地の所在が赤塚五丁目７４０番、登記簿上

の地目は畑、現況は不耕作地です。面積は３２７平方メートルで、転用

の目的は公園でございます。届出人の住所、氏名、職業については記載

のとおりです。概ねの位置ですが４１ページの下の図、専決番号２と記

載しているところで、赤塚植物園の敷地内になります。現地の詳細につ

いては、書記から画面でご説明いたします。 

 

現況は赤塚植物園の一部となっており、現況に対する届出でござい 

ます。 

 

続きまして専決番号３、土地の所在が高島平七丁目１１番８、登記簿

上の地目は畑、現況は不耕作地です。面積は２１８平方メートルで、転

用の目的は駐車場でございます。届出人の住所、氏名、職業については

記載のとおりです。概ねの位置ですが４２ページの上の図、専決番号３

と記載しているところで、新高島平駅の北側になります。現地の詳細に

ついては、書記から画面でご説明いたします。 
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現況は不耕作地となっており、令和３年９月着工・完了予定、駐車場

を敷設予定となっております。 

 

続きまして専決番号４、土地の所在が舟渡二丁目２６番８、登記簿上

の地目は畑、現況は不耕作地です。面積は合計２２１平方メートル、転

用の目的は共同住宅でございます。届出人の住所、氏名、職業について

は記載のとおりです。概ねの位置ですが４２ページの下の図、専決番号

４と記載しているところで、都立浮間公園の西側になります。現地の詳

細については、書記から画面でご説明いたします。 

 

現況は不耕作地となっており、令和３年９月着工、１２月完了予定、

軽量鉄骨造２階建て１棟、共同住宅の建築予定となっております。 

 

続きまして専決番号５、土地の所在が小茂根二丁目２２番及び２３番

１の２筆です。登記簿上の地目はいずれも畑、現況はいずれも不耕作地

です。面積はそれぞれ５９１平方メートル、３８６平方メートルで、転

用の目的は事務所・作業所・駐車場でございます。届出人の住所、氏名、

職業については記載のとおりです。概ねの位置ですが４３ページの上の

図、専決番号５と記載しているところで、上板橋第二中学校の東側にな

ります。現地の詳細については、書記から画面でご説明いたします。 

 

現況は鉄骨造３階建て１棟の事務所兼作業所と軽量鉄骨造２階建１

棟の作業所１棟と駐車場となっており、現況に対する届出でござい 

ます。 

 

続きまして専決番号６、土地の所在が赤塚二丁目８１２番１及び 

８１３番１の２筆です。登記簿上の地目はいずれも畑、現況はいずれも

不耕作地です。面積はそれぞれ３５２平方メートル、２１０平方メート

ルで、転用の目的は共同住宅でございます。届出人の住所、氏名、職業

については記載のとおりです。概ねの位置ですが４３ページの下の図、

専決番号６と記載しているところで、下赤塚駅と下赤塚小学校の間にな

ります。現地の詳細については、書記から画面でご説明いたします。 

 

現況は鉄筋コンクリート造４階建て１棟の共同住宅となっており、現

況に対する届出でございます。 

 

続きまして専決番号７、土地の所在が西台一丁目１２７０番７で、登

記簿上の地目は畑、現況は不耕作地です。面積は２３平方メートル、転

用の目的は個人住宅でございます。届出人の住所、氏名、職業について
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は記載のとおりです。概ねの位置ですが４４ページの上の図、専決番号

７と記載しているところで、都立志村学園の南側になります。現地の詳

細については、書記から画面でご説明いたします。 

 

現況は不耕作地となっており、令和３年１０月着工、令和４年３月完

了予定、木造２階建て１棟、隣地と共に使用して個人住宅の建築予定と

なっております。 

 

続きまして専決番号８、土地の所在が西台一丁目１２７０番８で、登

記簿上の地目は畑、現況は不耕作地です。面積は２６平方メートル、転

用の目的は個人住宅でございます。届出人の住所、氏名、職業について

は記載のとおりです。概ねの位置ですが４４ページの上の図、専決番号

８と記載しているところで、都立志村学園の南で専決処分７に隣接した

土地になります。現地の詳細については、書記から画面でご説明いたし

ます。 

 

現況は不耕作地となっており、令和３年４月着工、令和４年９月完了

予定、木造２階建て１棟、隣地と共に使用して個人住宅の建築予定と 

なっております。 

 

続きまして、５条の届出について、事務局、説明をお願いいたします。 

 

続きまして、４５ページをご覧ください。農地法第５条第１項第７号

の規定による届出で、令和３年８月１１日から令和３年９月１０日まで

に届出があったもの、２件でございます。 

専決番号１、土地の所在が西台一丁目１２７０番９で、登記簿上の地

目は畑、現況は不耕作地です。面積は６８平方メートル、転用の目的は

個人住宅でございます。譲渡人、譲受人の住所、氏名、職業については

記載のとおりです。概ねの位置ですが４５ページの下の図、専決番号１

と記載しているところで、都立志村学園の南側になります。現地の詳細

については、書記から画面でご説明いたします。 

 

現況は不耕作地となっており、令和３年１２月着工、令和４年５月完

了予定、木造２階建て１棟、隣地と共に使用して個人住宅の建築予定と

なっております。 

 

続きまして専決番号２、土地の所在が成増四丁目１０３５番８、１０

３５番１７の２筆です。登記簿上の地目はいずれも畑、現況はいずれも

不耕作地です。面積はそれぞれ３７５平方メートル、１１平方メートル

で、転用の目的は駐車場でございます。譲渡人、譲受人の住所、氏名、
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職業については記載のとおりです。概ねの位置ですが４６ページの図、

専決番号２と記載しているところで、成増けやき苑の西側になります。

現地の詳細については、書記から画面でご説明いたします。 

 

現況は不耕作地となっており、令和３年１０月着工、令和４年１１月

完了予定、駐車場を敷設予定となっております。 

 

４条関係８件、５条関係２件につきまして、ご質問等ございましたら、

お願いいたします。 

特にないようですので、次に進めさせていただきます。 

続きまして、報告事項（２）国有農地見回り調査結果の東京都知事へ

の報告について、事務局、説明をお願いいたします。 

 

こちらは書記からご説明いたします。 

 

４７ページ、資料６をご覧ください。前月の定例総会で、国有農地見

回り調査の結果についてご報告させていただいた際、委員から不法占拠

されている国有農地についてはしっかりとした対応を求めるとのご意

見をいただきました。 

委員からのご意見を踏まえまして、４８ページの４番と５番の農地に

ついて、「無断使用の是正のための措置が必要である旨」の意見を付け、

東京都知事宛てに国有農地見回り調査結果の報告をさせていただきま

す。 

 

この件につきまして、ご意見、ご質問等ございますか。 

特にないようですので、次に進めさせていただきます。 

続きまして、その他（１）第４４回板橋農業まつりの中止及び共進会

等の実施概要について、事務局、説明をお願いいたします。 

 

こちらは農政担当係長からご説明いたします。 

 

資料７、４９ページをご覧ください。 

今年度の農業まつりは、６月の定例総会でご報告のとおり中止いたし

ましたところでございますが、農業者の皆様への取組みについては、コ

ロナ対策を行いながら実施したいと考えております。農業まつりの代替

事業「いたばし野菜 秋のマルシェ」を１１月１３日（土）、１４日（日）

に、赤塚庁舎並びに農業体験農園で実施いたします。開催内容といたし

ましては、昨年度の実施内容＋αの内容と考えておりますが、資料４９

ページの中段、４開催内容をご覧いただきたいと思います。（１）区内

産農産物展示会（共進会）でございますが、赤塚庁舎３階のレクリエー
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ションホールで実施します。なお、衆議院議員選挙の投票日日程が重複

して、会場が使用できない場合は、共進会のみ赤塚体育館の室内競技場

で実施いたします。続きまして（２）野菜宝船の展示でございますが、

赤塚庁舎正面玄関そばの駐輪場わきスペースで展示いたします。（３）

農産物直売会でございますが、赤塚庁舎１階ギャラリーで、板橋ふれあ

いマルシェを開催します。昨年度は千円の野菜セットという形で販売い

たしましたが、今回は従来どおり、区民の方が手に取ってお買い求めい

ただける従来のスタイルでの販売を考えております。また、板橋ふれあ

いマルシェのほか、交流自治体による農産物の販売といたしまして、渋

沢栄一関連で区に縁のある埼玉県深谷市の「深谷ネギ」、毎年農業まつ

りに出店している長野県木島平村の「りんご」を販売予定でございます。

この他、４９ページの一番下、区内農業関連事業者による農産物の直売

でございますが、舟渡二丁目にございます「わーくはぴねす農園」を開

設した（株）エスプールプラスの出展・販売を予定しています。この事

業者は、企業向け貸出し農園施設を運営していまして、障がい者の働く

場の創出、障がい者の経済的自立に取り組んでいる事業者で、令和２年

６月には区と事業者間で「農福連携による障がい者の就労充実に関する

協定」を締結していまして、今回出店を依頼したものでございます。こ

の「わーくはぴねす農園」では、リーフレタスやトマトを水耕栽培施設

で栽培しておりまして、栽培したレタス等を販売するほか、「わーくは

ぴねす農園」の PR などを行っていただく予定です。次のページをおめ

くりいただいた上段でございまして、大根・人参収穫体験でございます

が、中学生以下の子どもを対象としまして、大根・人参収穫体験事業を

赤塚五丁目の農業体験農園で実施いたします。この収穫体験は往復はが

きでの事前申込制としまして、１５０組を募集します。当日は、大根１

本、人参２本まで収穫できまして、参加費用は１人３００円でございま

す。５０ページの下段の６その他（１）野菜宝船のお宝わけについてで

ございますが、例年、品評会の農産物は即売会で販売し、野菜宝船の農

産物はお宝分けとしまして区民の皆様へお配りしていますが、今回は板

橋区社会福祉協議会を通じて、コロナ禍で食の支援が必要なひとり親世

帯や子育て世帯等へ配布するため、例年実施しております「お宝分け」

は実施しないことになりました。なお、配布方法については、社会福祉

協議会と調整中でございます。最後になりますが５０ページの一番下、

（２）品評会の表彰式でございますが、昨年同様に規模を縮小して１２

月上旬に実施したいと考えていますが、JA 東京あおばさんと検討中で

ございます。 

 

 この件につきまして、ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

 大根・人参収穫体験は両日とも実施しますか。 



 

農政担当係長 

 

会 長 

 

 １１月１３日（土）に収穫体験を予定しております。 

 

この件につきまして、ご意見、ご質問等ございますか。 

ないようですので、これをもちまして第１５回定例総会を閉会いたし 

ます。   

（終了時間 午後２時４５分） 

 

次回の日程を下記のとおり決定し散会 

 

・運営委員会  １０月１８日（月） 午後２時００分 

・定例総会   １０月２８日（木） 午後１時３０分 

 

 

 


